
◆上手な医療のかかり方（適正受診のすすめ）

◆医療費通知（年間分）をお送りします

　 広報しらたか   2025. 1113



年金相談や請求のお手続きのときは、　　　　
　　　　　　　　ぜひご予約をお願いします。

●送付時期

国民年金
からのお知らせ
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